
公共施設等の老朽化対策をはじめ適正管理を推進するため「公共施設等適正管
理推進事業費」について、地方財政計画の計上額を増額するとともに、地方財政
措置を拡充

公共施設等の適正管理の推進

対 象 事 業 充当率 交付税措置率

① 集約化・複合化事業

・ 延床面積の減少を伴う集約化・複合化事業
９０％ ５０％

② 長寿命化事業 【拡充】

【公共用建物】

・ 施設の使用年数を法定耐用年数を超えて延伸させる事業

【社会基盤施設】

・ 所管省庁が示す管理方針に基づき実施される事業

（道路、農業水利施設、河川管理施設、砂防関係施設、海岸保全施設、
治山施設、港湾施設、漁港施設、農道）

９０％

３０％

↓

財政力に応じて
３０～５０％

【拡充】

③ 転用事業

・ 他用途への転用事業

④ 立地適正化事業

・ コンパクトシティの形成に向けた事業

⑤ ユニバーサルデザイン化事業 【新規】

・ バリアフリー法に基づく公共施設等のバリアフリー改修事業

・ 公共施設等のユニバーサルデザイン化のための改修事業

⑥ 市町村役場機能緊急保全事業

・ 昭和５６年の新耐震基準導入前に建設され、耐震化が未実施の
市町村の本庁舎の建替え事業等

９０％
交付税措置対象分

７５％の３０％

⑦ 除却事業 ９０％ ―

２．地方財政措置の拡充

○ 「公共施設等適正管理推進事業債」の対象事業及び地方交付税措置の拡充

対象を追加

○ 「公共施設等適正管理推進事業費」を増額（㉙３，５００億円 → ㉚４，８００億円）

※ このほか、公共施設等適正管理推進事業の進捗に伴い増加が見込まれる公共
施設等の維持補修に要する経費を増額（２５０億円）

１．地方財政計画の計上

※ 公共施設等総合管理計画に基づく個別施設計画等に位置づけられた事業が対象
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